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条項番号 修正提案（下線部） 修正理由 

第５条 専利権侵害行為による訴訟は、権利侵害とし

て訴えられる行為の発生地又は被告住所所

在地の人民法院が管轄する。 

権利侵害として訴えられる行為の発生地に

は、発明、実用新案権をの侵害するとして訴

えられる製品の製造、使用、販売の申出、販

売、輸入などの行為の実施地、専利方法使用

行為の実施地、当該専利方法によって直接得

られた製品の使用、販売の申出、販売、輸入

などの行為の実施地、意匠権の侵害として訴

えられる製品の製造、販売の申出、販売、輸

入などの行為の実施地、他人の専利の詐称と

して訴えられる行為の実施地、上記権利侵害

として訴えられる行為の権利侵害による結

果の発生地が含まれる。 

提訴の段階では、まだ、法廷により権利侵害

として認められていないので、製造、販売と

いった行為に「権利侵害として訴えられる」

という限定をかけることにより、条文の意味

をより正確化する。 

第８条 出願日が２００９年１０月１日以前（当該日

は含まない）の実用新案について専利権侵害

訴訟を提起する場合、原告は起訴時に、国務

院専利行政部門が作成した検索報告書を提

示しなければならないすることができる。出

願日が２００９年１０月１日以降の実用新

案又は意匠について専利権侵害訴訟を提起

する場合、原告は起訴時に、国務院専利行政

部門が作成した専利権評価報告書を提示し

なければならないすることができる。人民法

院は、検索報告書又は専利権評価報告書を提

示するよう原告に要求することができる。被

告は、検索報告書又は専利権評価報告書を原

告が提示するよう人民法院に請求すること

ができる。人民法院は、被告から検索報告書

又は専利権評価報告書を原告が提示するよ

う請求があった場合は、原告に当該検索報告

（下線部の理由） 

実用新案は無審査であるために、権利の不安

定要素が高く、検索報告書の提出は必須であ

る。従って、従来の原告に課する検索報告書

の提出義務規定を緩和させるべきではない。

むしろ、実用新案について専利権侵害訴訟を

提起した場合の規定を強化すべきであり、産

業の発展に全く寄与できないfrivolousな訴

訟提訴に対しては、罰則規定も加えるべき。

 

（二重下線部の理由） 

若干規定（意見募集稿）では、被告が原告の

実用新案又は意匠の権利の有効性に疑義が

ある場合でも、被告から検索報告書又は専利

権評価報告書の提示を要求することができ

ないものになっている。 

日本企業は、中国における実用新案や意匠の



書又は当該専利権評価報告書を提示するよ

うに要求しなければならない。原告が正当な

理由なく提示しない場合、人民法院は訴訟の

中止を裁定することができる。 

 実用新案権、意匠権侵害紛争案件の被告

は、訴訟の中止を請求する場合、答弁期間内

に原告の権利につき無効宣告を請求しなけ

ればならない。 

専利権侵害訴訟では被告になる可能性が高

いため、被告が不利になる規定は修正してい

ただきたい。 

 

第１７条 「専利権の保護範囲は請求項に記載するす

べての技術特徴によって確定された範囲を

基準とすべき」を「専利権の保護範囲は、請

求項の対象となる発明（物・方法）について

請求項に記載するすべての技術特徴によっ

て確定された範囲を基準とすべき」と修正し

たい。 

または、意見募集稿の表現を修正しない場合

には、上記の趣旨を踏まえた裁判実務での運

用を期待したい。 

情報通信技術が発達した現在、クライアント

/サーバーやクラウドのように、複数の機器

が連携して動作する技術が広く普及してい

る。そのような状況の中、例えばサーバーに

関する発明（クライアントから指示を受けて

所定の動作をするサーバー、等）を権利化す

る場合、サーバーを対象とする請求項の中で

も一定の範囲においてクライアントやネッ

トワークの存在について言及せざるを得な

い場合が考えられる。 

しかし、意見募集稿では「専利権の保護範囲

は請求項に記載するすべての技術特徴によ

って確定された範囲を基準とすべき」となっ

ているため、仮に請求項の中でサーバーのみ

ならずクライアントやネットワークにも言

及していると、それらすべてを含めて保護範

囲と解釈され、サーバー単体では請求項を充

足しないと判断されるおそれがある。 

従って、「専利権の保護範囲は、請求項の対

象となる発明（物・方法）について請求項に

記載するすべての技術特徴によって確定さ

れた範囲を基準とすべき」と修正することが

望ましい。 

第２１条 権利者の損害又は侵害者の利益を確定する

ことが難しく、専利許諾使用料を参照できる

場合は、人民法院は専利権の種類、権利侵害

者の権利侵害の性質及び情状、専利許諾の性

質、範囲、時間などの要素を考慮し、当該専

利許諾使用料の1倍から３倍の倍数を参照し

て合理的に賠償金額を確定することができ

従来の、故意侵害などの情状に考慮しての

「３倍賠償」ルールを変える必然性は見当た

らない。また、現状、いかなる場合に懲罰的

賠償を認定するのか、「倍数」をいかにして

算定するのか、といった前例がなく、かつそ

うした規定、基準が未整備の段階で、上限を

決めない「倍数」で賠償金額を確定する改正



る。専利許諾使用料の参考ができない場合、

又は専利許諾使用料が明かに合理的でない

場合、人民法院は専利権の種類、権利侵害行

為の性質及び情状などの要素に基づいて、専

利法第６５条第２項の規定に従って賠償金

額を確定することができる。 

はすべきではない。また、実際の適用基準が

具体的に議論されたうえで整備されない限

り、３倍を超える懲罰的賠償額の算定は実務

的にも運用は難しいと考えられる。 

なお、米国では特許法で懲罰的賠償の倍数を

３倍までとする規定があり、またドイツや日

本等多くの国では懲罰的損害賠償に相当す

る規定がない。こうした実情を考慮して、中

国のみ実用新案を含む専利権侵害訴訟で倍

数に上限のない懲罰的賠償規定を設けるの

は制度の国際調和の観点からも望ましくな

い。 

第２２条 権利者が権利侵害行為を制止するために支

払った合理的支出を主張した場合、人民法院

は専利法第６５条本条例第２１条、に定める

賠償金額以外に別途計算することができる。

専利法第６５条では、「専利権侵害の賠償額

は、専利権者が侵害行為を差し止めるために

支払った合理的な支出を含むべきである」と

定められているので、「専利法第６５条に定

める賠償金額以外に別途計算することがで

きる」との内容は適切ではない。 

独立の条

文として

追加、若

しくは、

第二十二

条の第２

項として

追加 

悪意で専利権を侵害し、かつ情状が重い場

合、人民法院は本条例第２１条、又は第２２

条に定められる賠償金額の１倍以上３倍以

下で賠償金額を確定することができる。 

最近の中国商標法の第三次改正でも導入し

た懲罰的賠償制度を取り入れることによっ

て、人民法院の裁量により、悪質な権利侵害

行為に対し、より重い処罰を与えることが可

能になる。 

 


